
   広島市景観計画の「屋外広告物に関する基本方針」に基づく規制・誘導について   

 
１ 趣  旨                                     
  本市では、「美しく品のある都市景観の創出」を総合的かつ計画的に推進するため、「広島市景観計画」

を平成２６年７月に策定し、平成２７年１月から運用開始しています。 
  建築物や工作物とともに、景観を構成する重要な要素である屋外広告物についても、広島市景観計画に

基づき屋外広告物条例施行規則に定める許可基準の改正や景観形成広告整備地区（※）への指定等を行う

ことにより、本市の良好な景観形成に向けた取組の充実を図ります。 
 
 
 

２ 景観法並びに屋外広告物法との関係                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 広島市景観計画における屋外広告物の位置づけ                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 屋外広告物に関する規制・誘導の枠組み                        
          

（これまで）                         （今  後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ※ 景観形成広告整備地区は、景観計画重点地区（13 地区）内で、現行の要綱に基づき 

景観を形成し、引き続き対話型の景観誘導を必要とする４地区を指定します。 

景観形成広告整備地区（４地区） 景観計画重点地区（１３地区） 

◎原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区 
◎平和大通り沿道地区 
◎縮景園周辺地区 
◎リバーフロント・シーフロント地区 

（左記４地区）、不動院周辺地区、広島東照宮・國前寺

周辺地区、広島城・中央公園地区、西風新都地区、広

島駅新幹線口地区、広島駅南口地区、広島市民球場周

辺地区、都心幹線道路沿道地区、宇品みなと地区 

 

５ 主な規制・誘導の内容                                

規 制 ・ 誘 導 項 目 適用地区 

対話型協議による誘導（要綱に基づく事前協議・景観形成指針に基づく届出） 

ア 許可が不要な物件については、届出が必要 
景観形成広告整備地区４地区 

イ 広告物景観形成指針を定め、適合努力義務を付加 

許可基準による規制（条例に基づく許可） 

ア 広告物の色彩の規制 

広島市の一部 

（景観計画重点地区１３地区）

イ 広告物の設置高さの制限 

ウ 屋上広告物の設置の制限 

エ 自家用広告物への限定（第三者広告の禁止） 

オ 壁面利用広告物の総量規制 広島市全域（景観計画区域） 

 

６ スケジュール                                

平成２６年 ９月 景観審議会・市民意見募集 

１２月 景観審議会（答申） 

平成２７年 ３月 規則の改正、景観形成広告整備地区の指定等

 ７月 運用開始 

 

 

広島市景観計画（抜粋） 
  
１ 景観計画区域（広島市全域） ２ 景観計画重点地区（象徴的、先導的に取り組む地区） 

          第５章 ３ 一般区域（景観計画重点地区以外の区域） 

第７章 

 

屋外広告物 
 
 

 
 

基本方針 

 

 

第９章 
 

景観重要公共施設 

（道路、河川等） 

 

 

デザインなど景観

形成上の配慮事項 

第８章 
 

景観重要建造物･樹木 
 

 

 

景観上重要な外観を 

保全するための指定

方針 

 

第６章 

 

建築物、工作物等 
 

 

 
 
１ 届出対象行為 

２ 形態意匠基準 

 

※ 景観形成広告整備地区（広島市屋外広告物条例第 12 条） 
景観計画区域のうち、屋外広告物について特に良好な景観を形成する必要がある区域を市長

が指定し、良好な景観を促進するための指針（屋外広告物景観形成指針）を定めます。 

広島市景観計画 
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【広島市全域】 

○条例に基づく許可  

 

  
【平和記念公園周辺地区

など５地区】 

○要綱に基づく景観協議

◆景観形成広告整備地区の指定 

◆屋外広告物許可基準の改正 

【景観計画区域（広島市全域）】 

○条例に基づく許可（景観計画区域の許可基準）

【景観計画重点地区(13 地区)】 

○条例に基づく許可 

（景観計画重点地区の許可基準） 

【景観形成広告整備地区(４地区)】

○要綱に基づく事前協議 

○広告物景観形成指針に基づく 

届出 

広島市景観計画 

即する 

広島市屋外広告物
条例（H18.3 改正） 

「美しい国づくり政策大綱」（Ｈ15.7 国土交通省） 

景観・緑３法 

景観法の施行に伴う 
関係法律の整備 

緑に関する法制の見直し 

景観に関する法制の整備 

広島市景観条例 

屋外広告物法 
（H16.6 改正） 

景観法 

都市緑地法 
（H16.6 改正） 

（H16.6 制定） 

（H18.3 制定、

H26.7 改正）

（H26.7 策定）
（屋外広告物に関する基本方針） 

広島市屋外広告物

条例施行規則 

（H27.3 改正） 

許可基準


